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白井市では、平成２７年度に「ごみ減量化・資源化基本方針」（以下「基本方針」とい

う。）を改訂し、令和５年度までの９年間にわたり、循環型社会の形成に向けたごみの減

量化・資源化に取り組んできました。 

市民、事業者、市の協働により、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リサ

イクル（再資源化）の３Ｒを基本としたごみの減量化・資源化に取り組んだ結果、一定

の効果はあったものの目標達成には至らず、計画期間が令和５年度で満了します。 

ごみの減量化や資源化は、温室効果ガスの発生や天然資源の消費を抑制し、環境への

負荷を低減させ、持続可能な循環型社会の形成に大きな役割を担っています。 

前回の基本方針の改訂から世界や国などの環境政策を取り巻く状況は変化しており、

平成２７年に開催された国連サミットでは、持続可能な世界を実現するため、平成２８

年から令和１２年までの国際目標として、「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：ＳＤＧｓ）が掲げられています。 

また、国においては、令和２年に「２０５０年までにカーボンニュートラル、脱炭素社

会の実現を目指すこと」を表明しており、本市においても、令和４年２月に、２０５０

年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現に向けてチ

ャレンジしていくことを表明しています。 

なお、印西市、白井市及び栄町で構成する印西地区環境整備事業組合では、印西地区

全体のごみ処理の基本計画として、「印西地区ごみ処理基本計画」（以下「ごみ処理基本

計画」という。）を策定していますが、社会・経済情勢とともに年々変化するごみの現状

を踏まえ、令和５年３月に「ごみ処理基本計画」を見直しています。 

このような状況から、市においても、法改正等や社会情勢の変化、これまで市が取り

組んだ事業の検証結果による取組項目の見直しを行う必要があることから、「基本方針」

の改訂を行い、さらなるごみの減量化・資源化を推進していきます。 
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印西地区ごみ処理基本計画 

（令和５年３月改訂） 

「基本方針」は、印西地区環境整備事業組合で策定された「ごみ処理基本計画」にお

いて主に減量化・資源化に関する問題として整理された下記の課題を踏まえ、定められ

た目標を達成するために策定するものです。また、市民、事業者、市の三者協働による

ごみの減量化・資源化推進の「行動マニュアル」として具体的な取組みを示します。 

 

 

【ごみ減量化・資源化に関する課題】 

①廃棄物の発生抑制のための資源物の分別徹底、食品ロスの削減、 

マイバックの推進、生ごみの水切りの徹底 

 

②事業者に対する排出指導の強化、事業系ごみを確実に減量化、 

資源化するための積極的な取り組み 

 

③ごみ減量化、資源化に対する意識を高める啓発活動や環境教育の実施の推進 
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白 井 市 第 ５ 次 総 合 計 画 

 

 

国 土 強 靭 化 地 域 計 画 

 

 

白井市第３次環境基本計画 

 

 

ごみ減量化・資源化基本方針 

 

 

 

 

 

 

白 井 市

印西地区環境 

整備事業組合
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印西地区ごみ処理基本計画 白井市環境基本計画 ごみ減量化・資源化基本方針

画 

計画期間は、令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。 

「ごみ処理基本計画」の計画期間は、１５年間（令和５年度から令和１９年度まで)と

されていますが、「ごみ処理基本計画」で具体的な目標値が定まっている令和１０年度

（計画中間年度）を基本方針の最終目標年度とします。 
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第２次（平成２４年度～令和３年度） 

前ごみ処理基本計画 

 

ごみ処理基本計画（令和５年度～令和１９年度） 前ごみ処理基本計画 

第３次（令和４年度～令和１２年度） 

前基本方針（平成２７年度～令和５年度） 基本方針（令和６年度～令和１０年度） 

事業検証等を行い、次期基本方針を策定する。 
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家庭系ごみ排出量の推移                 単位:ｔ 

区  分 30年度 31年度 ２年度 ３年度 ４年度 

年度末人口 (人) 63,555 63,336 63,012 62,745 62,693 

ご
み 

燃やすごみ 10,705 10,932 11,150 10,864 10,603 

燃やさないごみ 329 341 400 360 329 

粗大ごみ 344 377 329 319 282 

計 11,379 11,650 11,879 11,543 11,214 

原単位 (ｇ/人･日) 491 502 516 504 490 

※原単位とは、1人が一日に出すごみの量のことです。 

（各集積所での収集・資源回収団体の回収した資源物を除く『ごみ』の量です。） 

・家庭系ごみ排出原単位＝家庭系ごみ排出量/年度末人口/365日 

 

家庭系リサイクル率の推移                 単位:% 

 30年度 31年度 ２年度 ３年度 ４年度 

家庭系リサイクル率 21.0 20.6 20.9 20.8 20.7 

・家庭系ごみリサイクル率＝（資源収集量+集団回収量）/（家庭系排出量＋集団回収量）×100 

 

事業系ごみ排出量の推移                 単位:ｔ 

区  分 30年度 31年度 ２年度 ３年度 ４年度 

年度末人口 (人) 63,555 63,336 63,012 62,745 62,693 

ご
み 

燃やすごみ 4,711 4,927 5,091 5,284 4,989 

燃やさないごみ 3 4 2 1 2 

粗大ごみ 1 4 2 2 3 

計 4,715 4,935 5,095 5,287 4,994 
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「ごみ処理基本計画」の数値目標は、ＳＤＧｓや関連法令、国・県の動向を踏まえ、

数値目標が設定されています。 

家庭系ごみ排出原単位（収集・集団回収資源物を除く）の数値目標は、国の「第四次

循環型社会形成推進基本計画」及び県の「第１０次千葉県廃棄物処理計画」に示される

目標値（令和７年度までに４４０ｇ/人・日）に準拠して４４０ｇ/人・日以下としていま

す。「基本方針」は、「ごみ処理基本計画」に基づき策定することから、白井市における

家庭系ごみ排出原単位を令和１０年度までに４４０ｇ/人・日以下とすることを目標とし

ます。 

また、事業系ごみ排出量の数値目標について、「ごみ処理基本計画」では、国の「第四

次循環型社会形成推進基本計画」に示される目標値に準拠して約１５．７％削減するこ

ととし、１０，８２５ｔ/年（２９．７ｔ/日）以下とすることとしています。 

白井市においても、国の目標値に準じた約１５．７％削減を白井市の現状値から積算

し、４，２１０ｔ/年（１１．５ｔ/日）以下とすることを目標とします。 

 

【「ごみ減量化・資源化基本方針」の新たな減量目標値】 

指  標 

基準年度 最 終 目 標 年 度 

実 績 値 令和１０年度目標値 

家 庭 系 ご み 排 出 原 単 位 

（収集・集団回収資源物を除く） 
４９０ｇ/人・日 ※１ ４４０ｇ/人・日以下 

事 業 系 ご み 排 出 量 
４，９９４ｔ/年 ※２ 

（１３．７ｔ/日） 

４，２１０ｔ/年以下 

（１１．５ｔ/日） 

※１ 基準年度：令和４年度、 ※２ 基準年度：令和４年度 

 

【家庭系ごみ排出原単位の目標達成について】 

白井市における家庭系ごみ排出量原単位は、令和４年度の実績値で４９０ｇ/人・日と

なっており、目標値の４４０ｇ/人・日を達成するためには、１人１日あたり５０ｇの削

減が必要です。 

削減目標の５０ｇの例を挙げると、ご飯（茶碗）１/３杯や小たまねぎ１/２個、板チ

ョコ１枚などがあります。削減のために一人ひとりがごみの減量や資源化に取り組む必

要があり、その具体的な取組みを、「６．目標達成への取組み」において示しています。 

また、５０ｇの削減を達成した場合、家庭系ごみの量が約１，１４４ｔ（令和４年度

人口ベースで計算した場合※３）減ることとなり、約３，０９０万円相当※４のごみ処理経

費が削減できるほか、最終処分場の残余年数を延ばすことができます。 

 

 

 

※３ 50ｇ×365日×62,693 人＝約 1,144t 

※４ 1,144t×27,000 円＝約 3,090 万円 

  

50ｇの例 
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「５．これからの減量目標」で示した目標を達成するためには、市民・事業者・市の

三者がそれぞれ下記の役割を果たし、連携しながらごみの減量化･資源化に取り組むこと

が必要です。具体的な取組みは、前基本方針のものを踏襲していますが、法改正や社会

情勢の変化、市の事業の見直し等の事項を踏まえた内容としています。 

また、削減効果の大きい取組みには、≪重要項目≫と示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組みの体系図】 

大きく３つの施策に分け、ごみの減量化･資源化に取り組んでいきます。 

 

（１）市民の意識啓発

（２）事業者の意識啓発

３．環境教育・啓発活動の推進

み
ん
な
で
ご
み
の
減
量
化
・
資
源
化
に
取
り
組
も
う
！

２．ごみの再資源化の推進

（１）資源物の分別

（２）リサイクルの推進

１．ごみ減量の推進

（１）リデュースの推進

（２）リユースの推進

（３）事業系ごみ減量の推進

（４）ごみ処理手数料の見直しの検討

・ごみの発生抑制 

・資源分別の徹底 

・ごみ減量に対する知識の習得、 

 理解 

・ごみの適正排出とリサイクル 

・環境に配慮した事業活動 

・取組み促進のための情報提供、 

普及啓発 

・ごみの減量に向けた計画の推進、 

 調査研究 

事業者 市 

市民 
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【具体的な取組み】 

１．ごみ減量の推進  

（１）リデュースの推進   

生ごみの減量  ≪重要項目≫ 

生ごみの約８０％は水分であると言われています。また、市と印西地区環境整備事業

組合が令和４年度に燃やすごみの組成分析を行ったところ、家庭から燃やすごみとして

出されていた物のうち、約３０％は生ごみという結果でした。 

 生ごみの水切りをするとごみの減量に大きな効果があるほか、臭いや虫の発生も防ぐ

ことができます。家庭やオフィスなどでの水切りを心がけましょう。 

また、生ごみを堆肥化することもごみの減量に有効です。市では、生ごみ処理容器や

生ごみ処理機を購入した方に助成金を交付するほか、処理容器等を利用した上手な生ご

み堆肥の作り方や、その活用方法を学べる講習会を実施し、生ごみ削減への意識啓発を

行います。さらに、生ごみの減量を推進するため、先進的な生ごみ堆肥化の調査等を実

施します。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

①生ごみの水切り 

 

②生ごみ処理容器等の活用 

①ごみ減量・リサイクル・ 

省資源対策の推進（オフ

ィス内の生ごみ水切り） 

 

②業種別の行動ガイドライ

ン（生ごみの減量・堆肥

化、農作物残渣の堆肥化） 

①水切りの啓発 

 

②生ごみ処理容器等購入費

助成制度の周知 

 

③ごみ減量等推進への課題

の調査・研究 

 

④各種講座の開催 

 

【水切りのポイント】 

１．濡らさない ⇒野菜は皮をむいてから洗う。むいた皮は、乾いたままごみ箱へ。 

２．乾 か す ⇒茶殻やティーバッグなどは水気をしぼり、乾かす。 

３．し ぼ る ⇒水切りグッズやネット等を使って、しっかりしぼる。 

         ＣＤやペットボトルでも代用可。 

 

 

  

 

 

 

生 ご み は 

捨てる前に 

ひとしぼり 
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【生ごみ処理容器等購入助成金】 
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食品ロスの削減  ≪重要項目≫ 

令和３年度における日本の食品ロス（まだ食べられるのに廃棄される食品）は、年間

約５２３万ｔ（うち家庭系約２４４万ｔ、事業系約２７９万ｔ）と推計されています。 

また、食品ロスを国民一人あたりに換算すると約１１４ｇ（おにぎり約１個分）の食

品が毎日捨てられていることになります。 

買い物の際にはメモを用意して必要な食品だけを買うことや、消費期限と賞味期限の

違いを正しく理解し食品を管理すること、外食や宴会等では食べきれるだけ注文し料理

を残さないことや３０１０運動等を心がけ、食品ロスの削減を推進しましょう。 

また、賞味期限が１ヶ月以上ある食品等は、フードバンクに寄付することができます。

家庭や企業等に眠っている食品も無駄にしないよう取り組みましょう。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

③物品・食材等の購入は必

要最小限に 

 

④食品ロスの削減 

②業種別の行動ガイドライ

ン（食品ロスの減量、適正

な在庫管理） 

⑤「もったいない」の啓発 

 

⑥家庭から排出される可燃

ごみの組成分析 

 

⑦食材在庫管理の啓発 

 

 

  
フードバンクとは？ 

フードバンクとは、安全に食べられるのに包

装の破損・印字ミスや過剰在庫等といった理由

により、企業などから寄贈された食品を必要と

している施設や団体、困窮世帯等へ無償で提供

しているボランティア活動のことです。 

また、企業のみならず家庭で余っている食品

を集めて寄付することもできます。 

寄付できる物は、乾麺、防災食、缶詰・瓶

詰、レトルト食品、インスタント食品、菓子・

飲料、乾物、調味料各種、ギフトパック等で賞

味期限が１ヶ月以上ある物です。 

寄付は、白井市社会福祉協議会や市内公共施

設で随時受け付けています。 

食品ロス削減のため、フードバンクを活用し

ましょう。 
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３０１０
さんまるいちまる

運動とは？ 

 

宴会での食べ残しを減らすための取組みで、「乾杯後の３０分間」は席を

立たず料理を楽しみましょう、「お開きの１０分前」は自席に戻って、再度

料理を楽しみましょうと呼びかけて、食品ロスを削減するものです。 

一人ひとりがもったいないを心がけ、宴会を楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※食事の時間を長くしたいときは 

「乾杯後の４６分間」、「お開きの１４分前」に変更しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４６１４(しろいし)にする

と１時間ぴったり。宴会時

間のうち約半分は、自席で

料理を楽しめるね！ 
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プラスチックごみの削減  ≪重要項目≫ 

 ポイ捨てや不法投棄など適切に処理されなかったプラスチックごみが海に流出し、海

洋汚染や海の生態系に悪影響を及ぼすとして、国際社会では海洋プラスチック問題がク

ローズアップされています。海洋ごみの種類別の割合（個数）では、約６５％をプラス

チックごみが占めていると言われており、この問題の解決に向けて様々な取組みが進め

られていますが、近年、日本ではレジ袋の有料化が義務化されました。 

買い物をする際にはマイバックを持参してレジ袋を断る、ワンウェイプラスチック

（スプーン、フォーク、ストロー、等）の使用を控える、マイボトルを使用してペット

ボトルを減らす、詰め替え商品を購入するなど、プラスチックごみの削減に努めましょ

う。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

③物品・食材等の購入は必

要最小限に 

 

⑤マイバッグ・マイボトル

の使用 

 

⑥詰替え用品等の購入・使

用等 

①ごみ減量・リサイクル・ 

省資源対策の推進（マイ

バッグ・マイボトル等の

使用） 

 

②業種別の行動ガイドライ

ン（ワンウェイプラスチ

ックの使用抑制） 

 

③消費者が使用等した後、 

 ごみとならない物の優先 

 販売 

 

③ごみ減量等推進への課題

の調査・研究 

 

⑤「もったいない」の啓発 

 

⑧マイバッグ・マイボトル

の啓発 

 

⑨ポイ捨て禁止活動 
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（２）リユースの推進  

不要品等の再利用  ≪重要項目≫ 

自身にとって不要となった物でも必要としている人がいる場合があります。ごみとし

て処分する前に、市のリユース事業や印西地区環境整備事業組合の粗大ごみリサイクル

事業、フリマアプリ、リサイクルショップ等を活用し、家庭で不要となった物のリユー

ス（再利用）を心がけましょう。 

市では、循環型社会の形成を目指すためのリユース事業として、リユースプラットフ

ォーム「おいくら」を通じたリユースを推進しています。 

また、市民のニーズに合うリユースに特化した新たな事業の検討を行い、ごみの減量

や市民のリユース意識向上を図ります。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

⑦リユース事業の活用  ⑤「もったいない」の啓発 

 

⑩新たなリユース事業の啓

発・検討 

 

⑪エコショップ等の周知 
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（３）事業系ごみ減量の推進 

適正な排出と減量計画書の作成 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３条において、「事業者は、その事業活動に伴

って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められ

ています。 

また、白井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例では、廃棄物の発生を抑制し、

再利用を促進することにより、ごみの減量に努めなければならないことを定めていま

す。 

さらに、同条例において、一定規模以上の事業者（多量排出事業者）は、減量及び適

正処理に関する計画書（減量計画書）を作成しなければならないこととされています。 

減量計画書の作成を徹底し、また、多量排出事業者以外の事業者についても、適正な

排出を心がけ、ごみの減量化・資源化を推進しましょう。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

 ④廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律の遵守 

 

⑤減量計画書作成の徹底 

⑫減量計画書作成の指導・

確認 

 

⑬事業系ごみ減量化・資源

化冊子の配布 
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剪定枝等の分別の推進 

市内の農家から発生する梨その他果樹の剪定枝は、市内にあるバイオマスガス化発電

施設に無料で搬入することができます。ガス化発電の原材料として有効活用するよう努

めましょう。 

また、市では、公共施設等から排出される剪定枝・枯れ草等を、ガス化発電や堆肥等

の原料として活用するほか、家庭から排出される剪定枝等の資源化などについて調査・

研究を行います。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

 ②業種別の行動ガイドライ

ン（農家における剪定枝

等の有効活用） 

 

⑥公共施設及び梨農家等か

ら排出される剪定枝・枯

れ草等の資源化 

③ごみ減量等推進への課題

の調査・研究 

 

⑭公共施設及び梨農家等か

ら排出される剪定枝・枯

れ草等の資源化の啓発 

 

 

（４）ごみ処理手数料の見直しの検討 

家庭系ごみ有料化の検討・導入、 

事業系ごみ処理料の見直し 

家庭系ごみの有料化とは、ごみの処理に要する費用の一部を手数料として徴収する制

度であり、手数料の費用負担を軽減しようとする経済的な動機付けをすることで、ごみ

の排出抑制や再生利用、資源化への推進などが期待されます。 

市では、印西地区環境整備事業組合及び組合構成市町と調整し、ごみ減量目標の達成

状況等を見極めながら、家庭系ごみ有料化について検討を行います。 

なお、事業系ごみ処理料の見直しについても同様に検討を行います。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

  ⑮ごみ有料化の調査・研究 
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２．ごみの再資源化の推進  

（１）資源物の分別  

資源物の分別の徹底 ≪重要項目≫ 

市と印西地区環境整備事業組合が令和４年度に燃やすごみの組成分析を行ったとこ

ろ、燃やすごみとして出されていた物のうち、３４．４％は資源物でした。その中でも

大部分を占めていたのが、資源紙類（１５．３％）とプラスチック製容器包装類（１２．

７％）です。 

家庭から燃やすごみとして出されている物には、資源化できる紙類（新聞紙・雑誌・

ダンボール・紙パック・雑がみ）やプラスチック製容器包装類（プラマークのあるもの）

がまだまだ多く含まれています。 

 市では、分別を推進するため、「資源物とごみの分け方・出し方」や「５０音別ごみ

と資源物の分け方ガイド」等のパンフレットの配布や、各種講座等において、資源物の

分別の効果及びそのやり方について説明を行っています。 

また、ごみの減量化・資源化に対する意識の向上を図り、資源の有効利用を進めるた

め、小・中学校ＰＴＡ、自治会及び子供会等の団体が資源回収を実施した場合、その団

体に対して奨励金を交付しています。 

家庭やオフィスなどでの燃やすごみと資源物の分別を徹底し、ごみの減量化・資源化

を推進しましょう。 

  

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

⑧資源物の分別徹底 

 

⑨資源回収運動団体への参 

 加 

①ごみ減量・リサイクル・ 

省資源対策の推進（紙ご

みのリサイクル） 

 

⑤減量計画書作成の徹底 

⑯資源物の分別徹底の啓発 

 

⑰分別マニュアルの作成・

配布 

 

⑱資源回収運動の啓発 

 

⑲事業系紙類の資源化 

 

【資源紙類の分類】 

新聞 雑誌 段ボール 紙パック 雑がみ 

     

新聞、チラ

シ広告 

書籍、週刊

誌、単行本な

ど 

段ボール（断

面が波形の

もの） 

牛乳や各種

飲料用 

紙製容器包装（上記マークの

ついているもの）のお菓子等

の箱、コピー用紙、封筒など 
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「雑がみ」の分別を行いましょう！ 

 

雑がみとは、新聞・雑誌・ダンボール・紙パック以外の、メモ用紙や封 

筒、トイレットペーパーの芯等の資源化が可能な紙類のことです。 

雑がみは種類や廃棄する頻度が多いため、分別を徹底することでごみの 

資源化等が大きく前進します。 

 

【雑がみとして出せるもの】 

紙袋、包装紙、お菓子や食品の紙箱、ティッシュの箱（ビニール部分は取り

除く）、メモ用紙、チラシ・パンフレット、値札、カレンダー、封筒（セロフ

ァン部分は取り除く）、はがき（圧着式のものを除く）、ダイレクトメール、

トイレットペーパー・ラップの芯、コピー用紙、ノート、シュレッダーにか

けた紙 

 

【雑がみとして出せないもの】 

防水加工された紙（紙コップ、紙皿、カップめんの容器など）、写真、感熱紙

（レシート、ＦＡＸ用紙）、カーボン用紙（宅配便の伝票など）、においのつ

いた紙、食べ物や油などで汚れた紙、バッグや靴などの詰め物、アイロンプ

リント紙、金紙・銀紙 

 

【家庭での雑がみの集め方・出し方】 

紙袋や封筒などに入れて集めましょう。 

 

※市ホームページでは、雑がみ回収袋の作り方を掲載しています。 
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資源回収運動とは？ 

 

市では、ごみの減量化・資源化に対する意識の向上を図り、資源の有効利用を

進めるため、小・中学校ＰＴＡ、自治会及び子供会等の団体が資源回収を実施

した場合、その団体に対して奨励金を交付しています。 

 

【対象者】 

継続的に有価物を収集し、白井市有価物回収登録業者基準に基づき登録された

有価物回収業者に売却する営利を目的としない５人以上の地域住民で組織され

る団体で、かつ資源回収運動登録申込書等を市に提出し、登録を受けている団

体です。 

※新たに活動を希望する団体は、環境課にご相談ください。 

 

【奨励金額】 

○奨励金の額は、資源の回収重量１ｋｇにつき５円となります。 

○資源とは、「紙類・繊維類・瓶類・金属類」をいいます。 

 

【奨励金の申請手続き】 

資源回収運動奨励金交付申請書及び請求書等に、必要事項を記入のうえ、環境

課にて申請の手続きをしてください。 
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新たな資源回収品目の検討 

 プラスチック海洋問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契

機に、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まり、プラスチック製

品の設計・製造、販売・提供、排出・回収・リサイクルといった全てのプロセスにおい

て、プラスチックの資源循環の取組みを促進するため、令和４年４月にプラスチック資

源循環法が施行されました。 

その中で、市町村は、区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分

別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされてい

ます。 

現在、市では、プラスチック製容器包装類（プラマークのあるもの）は、資源物とし

て分別収集しリサイクルを行っていますが、それ以外のプラスチック使用製品（ハンガ

ー、ストロー、定規、おもちゃ等）は、燃やすごみとして処分しています。 

ごみの減量化や資源化の推進のため、印西地区環境整備事業組合及び組合構成市と調

整し、新たな資源物としてプラスチック使用製品の回収について検討を行います。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

  ⑳プラスチック使用製品の

分別収集の検討 
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（２）リサイクルの推進 

廃食油の回収の促進 

 家庭で使用した食用油を台所からそのまま流してしまうと、川の汚濁や土壌の汚染に

つながります。 

市では、家庭から排出される植物性の廃食油を回収し、インクの原料等として再生利

用しています。 

市内各センターに回収場所を設けているので、廃食油の再資源化を心がけましょう。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

⑩廃食油のリサイクル  ㉑廃食油資源化促進 

 

 

【回収場所】  

白井駅前センター、西白井複合センター、桜台センター、冨士センター、 

公民センター、白井コミュニティセンター、西白井コミュニティプラザ、 

福祉センター 

 

【廃食油の出し方】  

○天ぷらカスなどは、できるだけ取り除いてください。 

〇各回収場所に置いているコンテナの中にペットボトル等ごと入れるか、専用容器に移

し入れてください。 

〇植物性油のみ回収しています。動物性油や機械油は、回収できません。  

 

【回収ボックス】 

 

※写真は、駅前センターに設置しているものです。 
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小型家電の分別の推進 

 小型家電には、レアメタルなどの有用な金属が含まれています。 

 市では、市役所及び市内各センターにボックスを設け、使用済み小型家電を回収して

います。家庭で使われなくなった小型家電は、大切な資源となるのでリサイクルを推進

しましょう。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

⑪小型家電のリサイクル  ㉒小型家電リサイクルの促進 

 

 

【回収場所】  

白井市役所、保健福祉センター、文化センター、白井駅前センター、 

西白井複合センター、桜台センター、冨士センター、公民センター、 

白井コミュニティセンター、西白井コミュニティプラザ 

 

【回収できるもの】  

回収ボックスの投入口に入るものは、縦１５ｃｍ×横３０ｃｍ未満のものになりま

す。ボックスに入らないデスクトップパソコンやモニター、家電リサイクル法対象製品

（テレビ、洗濯機・乾燥機、冷蔵庫、エアコン）は、回収できません。 

 

 

  

 

【回収品目（例）】 

 

携帯電話類（携帯電話端末、ＰＨＳ端末）、

パソコン（モニターを含む）、カメラ類（デ

ジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカ

メラ）、映像用機器（ＨＤＤレコーダ、ＤＶ

Ｄ・ＢＤレコーダ/プレーヤなど）補助記憶

装置（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、メ

モリーカードなど）、ゲーム機（据置型ゲー

ム機、携帯型ゲーム機など）、理容用機器

（ヘアドライヤー、ヘアーアイロン、電気

カミソリなど）、音響機器（ＣＤ／ＭＤプレ

ーヤ、ヘッドホン、イヤホン、補聴器な

ど）、ラジオ、懐中電灯、電子書籍端末、電

子体温計、電卓、電子辞書、時計、カーナ

ビ、ケーブルなどの付属品など 
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３．環境教育・啓発活動の推進  

（１）市民の意識啓発  

講座・見学会等の開催  ≪重要項目≫ 

 市では、自治会や学校等での講座（なるほど行政講座、生ごみ堆肥化講座）、ふるさ

とまつり等のイベント、印西クリーンセンターや市内のリサイクル工場等の施設見学会

を通じて、ごみ処理の現状や分別方法、減量化・資源化の推進について周知・啓発を行

っています。 

ごみの減量化・資源化は、市民一人ひとりが意識し、推進することが必要です。イベ

ント等に積極的に参加し、ごみに関する知識の習得や理解を深めるよう心がけましょ

う。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

⑫イベントへの積極的

な参加 

①ごみ減量・リサイクル・

省資源対策の推進（見学

会等の積極的な受入れ） 

④各種講座の開催 

 

⑯分別マニュアルの作成・配布 

 

㉓情報提供の拡充 

 

㉔ごみ処理施設見学会の開催 

 

㉕学校教育等への協力と取組み 

 

㉖市民との協働による減量化・

資源化の推進 

 

 

【工場見学会の様子】 
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ごみ分別促進アプリの活用 

市では、ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」を配信しています。 

ごみの出し方を５０音別に掲載していたり、ごみの出し方を検索することができたり

します。また、地域に合った収集日をカレンダー方式で確認でき、収集日をお知らせす

るアラーム機能も付いているため、出し忘れが防げます。 

文章だけでは分かりにくいごみの出し方を画像で確認することもできるので、アプリ

を活用し、正しいごみの出し方や分別を心がけましょう。 

 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

⑬ごみ分別促進アプリの 

 活用 

 ㉗ごみ分別促進アプリの啓発 
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ナッジを活用した啓発の検討 

市では、行動変容を促せるようなナッジ（動機付け）を検討・導入し、ごみの減量化

及び資源化を推進します。 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

  ㉘ナッジを活用した啓発の検

討・普及 

 

 

 

 

 

 

  

 

ナッジとは？ 

 

ナッジ（nudge）とは「ひじでそっと突く」、「そっと押して動かす」とい

う意味で、情報発信や選択肢の提示の仕方を工夫することで、より良い選択

を後押しする手法です。 

規制や罰則で誘導するのではなく、あくまで自発的にその人にとって望ま

しい行動に誘導することが特徴とされています。 

 

 

【具体的な事例】 

〇宮城県南三陸町では、生ごみを分別回収し、バイオガス施設で電気や液肥

に変換していたが、家庭から回収される生ごみの量が目標より少ない状況

であった。 

⇒そこで、ごみの焼却費が年間どれくらいかかっているかということや生ご

み回収に協力すると焼却費とＣО２を減らせることを記載したポスターを

可燃ごみ袋の販売棚に掲示したところ、住民の意識が高まり、生ごみの回

収量が増加した。 

 

〇オランダの空港では、男子トイレの便器からそれた小便で床が汚れる、清

掃するための人件費がかさむといった問題があった。 

⇒そこで、便器にハエの絵を描いたところ、無意識に絵を狙うようになり、

床の汚れが減って、清掃費も８割抑えられた。 
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（２）事業者の意識啓発 

事業者への情報提供 

市では、事業系ごみの適正な排出方法等を記載したパンフレットを作成しています。

パンフレットを参考にごみの適正処理と減量化・資源化について、適切に実施しましょ

う。 

市民の取組み 事業者の取組み 市の取組み 

 ④廃棄物の処理及び清掃

に関する法律の遵守 

 

⑫事業系ごみ減量化・資源化

冊子の配布 

 

※パンフレット「事業系ごみの適正処理と減量化・資源化について」は、下記からダウ

ンロードできます。 
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市では、毎年度各取組みの実施状況及び減量等の効果を確認します。その内容につい

ては、白井市廃棄物減量等推進審議会に報告し、審議会の意見を踏まえながら、次年度

以降、必要に応じ取組みの見直しを行い、より効果的なものとします。 

また、国の動向及び社会情勢等や、「ごみ処理基本計画」や「白井市環境基本計画」の

改訂を踏まえ、定期的に「基本方針」の見直しを行うものとします。 

 なお、進行管理については、ＰＤＣＡサイクルを活用し、効率的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐｌａｎ 

 

計画の策定（改訂） 

Ａｃｔｉｏｎ 

 

計画内容、取組みの 

見直し 

Ｄｏ 

 

取組みの実施 

Ｃｈｅｃｋ 

 

廃棄物減量等推進審

議会への報告・評価 
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ごみ減量化・資源化基本方針（行動マニュアル） 
～みんなでごみの減量化・資源化に取り組もう！～ 

 

【お問い合わせ先】 

 白井市 市民環境経済部 環境課 きれいなまちづくり係 

 TEL：047-492-1111（代） FAX：047-492-3070 

 メール：kankyou@city.shiroi.chiba.jp 


